
●震災2年目，協同と葛藤

「棄民から帰民へ」
国家のメルトダウンを許すな

関西学院大学災害復興制度研究所　教授　山中茂樹

信頼へのメルトダウン

「国家の信頼へのメルトダウンが起きて

いる」。政府の関西電力大飯原発3・4号

機再稼動の方針に対し，2012年6月8日，

国会の東京電力福島原子力発電所事故調査

委員会の委員長・黒川清氏は，記者会見で

こう述べた。

民主党が「コンクリートから人へ」の

キャッチフレーズを掲げ，衆院総選挙で圧

勝，政権を奪取したのは2009年8月のこと

だ。それから約1年半後に起きたマグニ

チュード9．0の大地震。東北地方のみなら

ず，円高，デフレ不況下の日本に大打撃を

与えた。その復興諸施策は，果たして立党

の精神に沿ったものだったのだろうか。

関西学院大学災害復興制度研究所1）は，

大震災直後の昨年3月17日，広域避難者の

漂流防止策や被災者生活再建支援基金の積

み増し，自治体間の日本版「対ロ支援」（2008

年，四川大地震の際，中国各地から実施さ

れた被災地に対しての1対1のペアリング

支援の手法）の実施，震災遺児の把握と支

援策の構築など13項目にわたる政策提言を

記者発表した。その後，3次にわたる追加

提言では，基礎自治体にとって使い勝手の

良い復興交付金制度の創設や取り崩し型復

興基金の造成，そして，復興増税には所得

税を充てることなどを求めた。

提言から消費増税を外したのは，被災地

への増税を避けたかったことと，デフレ不

況下では，富の水平分配ではなく，垂直分

配，つまり富裕税や資産課税など持てる階

層からの所得移転が鉄則だという財政学に

とって「イロハのイ」の原則に従ったからだ。

消費増税法案のとりまとめにおける民

主・自民・公明の3党合意にいたる交渉過

程で，この垂直分配にいたる税制改正が見

送られた。

所得税については，課税所得（年収のう

ち税金がかかる部分）が5千万円を超える

人への税率（最高税率）を40％から45％に

引き上げる。

相続税は基礎控除（遺産額のうち相続税

がかからない部分）のうち，定額の控除を

5千万円から3千万円に，遺産を相続する

人（法定相続人）1人あたりの控除額を

1千万円から600万円に下げ，対象を増や

すという案だ。

この件について，朝日新聞6月21日付朝

刊のオピニオンのページに次のような投書

が掲載されていた。

民主，自民，公明の3党が消費増税法案

の修正協議で合意した。私は，消費税の増
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税も若干はやむを得ないと思う。だが，情

けないのは，この協議の中で富裕層の所得

税や相続税の増税に自民党が待ったをかけ

た理由だ。富裕層は増税されれば海外に移

住するだろうというのだ。

もちろん，そういう人もいるだろう。だ

が，所得増税と言っても，最高税率を40％

から45％へ上げる程度の話だ。それで国の

税収に影響するほど，富裕層が一斉に海外

へ脱出をはかるとは思えない。そもそも安

倍晋三元首相が提唱した「美しい国」をは

じめ，自民党議員の話によく出てくる郷土

愛とか愛国心とはその程度のものなのか。

富める者でありながら，少しくらい多く税

金を払っても社会に貢献しようという発想

が無いのだろうか。だとしたらそれは自民

党議員に「住みづらくなったら日本から逃

げだせばいい」という発想があるからでは

ないか。

一九　日本を脱出するすべなど持たぬ私

たち庶民は毎日の生活に四苦八苦しながら

も消費増税に耐えるしかない。自民党の主

張に同調した民主党や公明党も含めて，こ

んな幼稚なやり取りで重要政策を決めた議

員や政党に将来を託さなければならないか

と思うと，情けなくなる。

実は，国家の信頼へのメルトダウンは原

発政策だけでなかった。「コンクリートか

ら人へ」の大義を反古にしたところにこそ

問題があるのだろう。

棄民から帰民へ

「棄民」という言葉がある。移民政策や

戦争などで国家責任を追及する際に使われ

る常套語だが，阪神・淡路大震災の折，作

家小田実2）は，著書『これは「人間の国」
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か』3）の中に，この言葉を登場させた。

わが国は「自然災害に国は責任がない」

として，災害法体系で被災者の再起を原

則，自力再建・自助努力としてきた。厚い

官僚答弁の壁に阻まれ，それまで議論にも

ならなかった法理に内在する，この国の歪

みに鋭く打ち込まれた襖であった。

一方，「帰民」という言葉を提起したい。

著書『倒壊』（筑摩書房）で，大震災で生

じたマイホームの二重ローン問題を初めて

世に問うたルポライター島本慈子は「被災

者の想いは，ユーミンの『あの日に帰りた

い』1）だ」と喝破した。2004年の新潟県中

越地震で「山が動いた」といわれ，全村民

が避難した旧山古志村の村長・長島忠美（規

衆院議員）は，被災者の心をつなぐのに「帰

ろう！山古志へ」を合言葉にした。

災害復興の定義をめぐる議論は，それぞ

れの国家観や思惑がからんで果てしない。

しかし，これだけはいえるだろう。被災者

を「棄民にしない」ということだ。被災前

の生活に戻る。避難を余儀なくされていた

ふるさとへ戻る。「帰民」こそ，災害復興

の要諦ではないのか。

災害は，人々の日常を構成している「つ

ながり」を突然，断ち切ってしまう。家族，

住まい，仕事，コミュニティ，学び，医療，

果ては自治体とのつながりさえも。復興の

狭間に落ちた民は漂流し，やがて棄民とな

る。そのことを私たちは，幾多の被災地で

みてきた。アイデンティティの喪失－自

分は何者であり，何をなすべきかという個

人の心の中に保持される概念さえ失う。そ

して家族の崩壊，蒸発，アルコールへの依

存，孤独死，自殺……。このような事態に

目をつむる国家こそ，まさにメルトダウン

を起こしているといえるだろう。

「前を向いて頑張ろう」という励ましに，
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「前向きに生きたいけれど前どっち？」

と川柳で返した東日本大震災の被災者の心

情は察してあまりある。

東日本大震災が起きた直後，わが国の宰

相は「元に戻す復旧ではなく，創造的復興

でなければいけない」と勇ましく宣言し

た。さらに「これからは山を削って高台に

住むところを置き，そして海岸沿いの漁港

まで通勤する。地域で植物，バイオマスを

使った暖鼠　地域暖房を完備したエコタウ

ンをつくる」と言葉を重ねた。しかし，そ

の思いつきは，あまりに民衆の復興とはか

け離れたものであった。移転すべき高台は

少なく，当然のことながら地価は上昇し，

建築制限のかかった旧集落の地価は値を下

げる。行き場を失った人たちは漂流し，被

災地はサプライチェーンを支える工場群や

再生エネルギー基地に占領されるという

「壮大な地上げ」になるのではないかと懸

念を募らせている。復興庁が6月29日に発

表したところによると，復興予算約15兆円

のうち，約4割にあたる約5．9兆円が使わ

れなかったという。「震災を奇貨として，

被災地を構造改革の実験場にするな。新自

由主義的復興ではなく，まず生業の回復

を」と私たちは主張してきた。予算面に早

くもその答えが出たのだろうか。

原発避難

とりわけ未曾有の事態に復興どころか，

復旧さえままならないのが福島である。東

京電力福島第1原子力発電所の事故で，県

外避難は6万人を超え，福島県の人口は30

年後に半減するとの推計値さえ出ている。

一方，「ふるさとへ戻る人VS戻らない人」

「東電の賠償をもらっている人VSもらっ

ていない人」「子どもの放射線被曝を心配

表1◇再編される避難区域の区分◇

帰還困難区域 （50 ミリ

シーベル ト以上）

5 年経過 しても生活が

可能 とされる年間20 ミ

リシーベル トを下回 ら

ない地域。国が不動産

の買い上げを検討。

居住制限区域 （20～50

年間20 ミリシーベル ト

を下回るのに数年かか

ると見 られる地域。一

ミリシーベル ト未満） 時帰宅は可。除染で線

量 が 下 が れ ば帰還 可

能。

避難指示解 除準備 区域

早 期帰 還 に向 けた 除

染，都市基盤復旧，雇

（20 ミリシーベル ト末 用対策などを早急 に行

満） い， 生 活 環境 が整 え

ば．順次解除 され る

※帰還不可能区域の設定も検討されている。

する人VSふるさとの復興を第一と考える

人」「強制避難の人VS自主避難の人」…。

先が見通せないまま，県民間の離反は次第

に修復困難となり，放射能汚染へのストレ

スは人々の心身を蝕む。

しかし，政府は早々と原発事故収束宣言

を出し，除染地城への帰還と東電賠償とい

う枠組みの中に「フクシマ問題」をすべて

封じ込め，原発問題は全国民にとっての

宿癖（不治の病）という命題を消し去ろ

うとしているように見受けられる。

われわれは原発事故のメカニズムを徹底

して解明するよう求めていくとともに，福

島県にとどまる人福島県に戻る人福島

県から去る人　それぞれの人権と未来が尊

重される制度的・社会的枠組みを構築する

ため，さまざまな提案・働きかけを強めて

いく必要がある。

二段階帰還論のまやかし

まず，まやかしは，政府が進めようとし
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ている二段階帰還論にある。当初，居住に

適さないとして避難を命令，もしくは指示

した警戒区域，計画的避難区域，緊急時避

難準備区域を再編成し，順次，帰ることが

可能な地域を増やして行こうとの発想だ。

現在，「帰還困難区域」「居住制限区域」「避

難指示解除準備区域」（表1）に線引きを

改めつつあるが，事実上，原発事故が収束

していないうえ，昨年の爆発事故以降，汚

染地域では，対策らしい対策は何もとられ

ていない。

二段階帰還論の手順はこうだ。まず，放

射線量の低い地域に拠点をつくり，周囲を

除染しながら，次第に居住可能な地域を増

やしていくという。たとえは悪いかもしれ
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ないが，この方式は，落下傘部隊が敵地に

降下し，周囲を制圧しながら，支配域を拡

大していくようなものだ。しかし，一つ間

違えれば先発組が除巣も済んでいない地域

のまっただ中で立ち往生し，孤立してしま

うこともあるだろう。

福島大学が2011年秋，福島県双葉郡8町

村の協力を得て避難住民の悉皆調査をした

ところ5），「帰還の意思がない」と答えた

人は全体の3割弱。年代が下がるに連れ

て，その割合は増え，34歳以下では50％を

超えた（図1）。

戻らない理由（複数回答）をみると，トッ

プが「除染が困難」で83．1％，次いで「安

全レベルが不安」65．7％，「原発収束に期

待できない」61．3％だった（図2）。

野田佳彦首相は2011年12月16日夕方に開

いた記者会見で，東京電力福島第1原子力

発電所の1～3号機の原子炉が「冷温停止

状態」を達成したとして，原発事故の収束

を宣言した。しかし，政府の発表を信じて

いる広域避難者はほとんどいない。除染も

放射能で汚染された土や葉っぱの場所を移

すだけ，つまり，「移染に過ぎない」として，
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不信感をあらわにしている。

ただ，「すぐにでも戻りたい」と答えて

いる階層もいる。おおむね年齢が高くなる

ほど，割合が多くなっており，80歳以上で

1割強，65－79歳で1割弱となっている。

これまで三宅島唄火災害（2000年）や新潟

県中越地震（2004年），能登半島地震（2007

年）の被災地でも，災害前に比べ，帰還す

る階層は高齢化・単身化・病弱化・年金依

存の割合が増えるという傾向をみせてい

る。このままでは，高齢者だけが汚染地域

のうち限られた除染地域で孤立するとい

う，新たな「棄民政策」が進められること

になりはしないか。

そもそも一年間も立ち入りが規制されて

きた地域のインフラがそのまま使えるかど

うか疑問だ。「埋め殺し」という物騒な行

政隠語がある。インフラを修復するより，

全部埋めたままにしておいて新しく一から

作り直す方式だという。双葉地方では，こ

の方式でインフラをやり直すしかないので

はないかというのが，行政関係者の観測だ。

さらに，下水道に濃縮された放射性物質

がたまっているのではないかという指摘が

ある。もし，そうであるならば，こちらの

方がやっかいな問題だ。

さらに，帰れたにせよ，仕事として見込

まれるのは除染と廃炉作業だ。必要で，大

切な仕事ではあるが，危険なうえ，あすの

希望を感じさせる仕事ではない。必然的に

高齢者たちが取り組むことになるだろう。

若者たちは積極的な雇用創出がなければ，

やはりふるさとを見限ることになる。

つまり，政府の進めようとしている二段

階帰還論では，事態の改善にはつながらな

い。除染地域に「何としてでも帰る人たち」

と「帰ろうとはしない人たち」との間にあ

る溝は決して埋められることはなく，固定

化され，分断化される恐れさえあるのだ。

避難者カルテの整備を

では，どうすればよいのか。

まず，やるべきことは福島県内外にいる

全避難者の実態把握と登録台帳の整備，避

難先自治体との名簿共有だ。住民票移転の

有無や強制避難か自主避難かを問わず，全

避難者について帰還の意思，現在の住所，

家族の被災・離散状況，被曝の時期・程

度，健康状態，住宅の損壊程凰　仕事・学

業の現況，国家資格や職業経歴などを集中

管理するシステムを構築する。基本的には

当該市町村が管理することになるが，自

治体クラウド6）により福島県や避難先自

治体も把握できるようにすることが大切だ

ろう。

登録台帳をつくるツールとしては，兵庫

県西宮市が開発した被災者支援台帳（被災

者カルテ）がある。デジタル化されており，

すでにCD－ROMが総務省の外郭団体「地

方自治情報センター」を通じて全国の自治

体に配布，無料でインストールできる体制

が整っている。

しかし，当研究所が昨年末から今年初め

にかけて実施した全国自治体調査による

と，周知度は6割を超えたが，実際に使用

している自治体は1割弱にとどまってい

た。

全自治体が同じ仕様の被災者台帳を採用

してネットワークで結んでおけば，今回の

原発事故などで，自治体がサーバを持ち出

せないことがあっても，被災者の避難先自

治体が被災自治体のサーバにアクセスして

必要なデータを打ち込むことができる。さ

らに最新版では，被災者の相談履歴も記載

されるようになり，自治体の窓口で毎回，

棄民から帰民へ　　9
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被災者支援システム　被災者台帳（個人）詳細

同じことを説明しなくとも済むように工夫

もされている。

東日本大震災で，総務省は，全国避難者

情報システムを初めて採用したが，本人の

届け出制としたため，重複や漏れがあって

実態との間に乗離があるとの意見が多い。

税と社会保障の一体改革でマイナンバー制

も検討されているが，本稿の執筆段階では

見通しが立っていない。

いずれにせよ，今後，首都直下地震や東

海・東南海・南海地震の発生が予想され，

これまで以上に広域避難者の出現する恐れ

があることを考えると，早急に全国的な被

災者支援台帳の整備とネットワーク化，運

営を監視する組織の設置などが求められて

いるといえるだろう。

7（フ　　生活協同組合研究　2012・8

「つながり」の構築へ

強制避難・自主避難を問わず，福島県内

外に避難した人たち全員を対象に「ふるさ

と県民カード」と「原発手帳」を交付し，

被災者が制度の狭間で漂流しないような仕

組みをつくる方法も考えられるだろう。当

研究所の自治体調査でも，すでに移住者

が，避難者なのか，一般的な転居なのか判

別できないという回答が一部自治体から寄

せられている。県民カードは，いわば「ふ

るさと納税制度」の逆バージョン，原発事

故で人生の軌道を狂わされたことへの証明

であり，福島県が決して見捨てないという

決意表明でもある。

住民票が福島県内にあるかどうかは問わ

ない。本人がカードの停止・打ち切りを求



めない限り効力を持ち続ける。カード所持

者には，福島県やかつて居住していた市町

村の広報，子どもの在籍していた学校の学

級通信などが定期的に配信される。また，

原発手帳を見せれば，国内のどこに転居し

ても定期的に健康診断を受診できるように

し，健康情報を福島県内の機関で集中管理

できるシステムを構築する。受診料の減

免，健診内容の統一，健康情報のシステム

管理，診断結果の分析，本人への告知方法，

異常があった場合の治療などの具体的な支

援プログラムは，「原発事故子ども・被災

者支援法」（略称）7）をもとに練り上げて

いく必要があるだろう。

こういった，いわば「ふるさととのつな

がり」が断たれることのない仕組みづくり

のアイデアが求められているといえるだろ

う。

自主避難という概念

問題は「自主避難者」と呼ばれる人たち

の処遇だ。被災者支援台帳（被災者カルテ）

やふるさと県民カードなどのシステムは，

元の自治体が広域避難者を把握し，漂流を

防ぐ手段だが，避難者を受け入れた自治体

にとっても避難者の把握はさまざまな支援

行政を実施していくうえで必要だ。

ところが，現行法で地域外へ避難した人

たちを被災者と識別する方法は二種類の証

明書しかない。住宅が全壊か大規模半壊し

た人に交付される「雁災証明書」と災害対

策基本法や原子力災害対策特別措置法に基

づいて避難している人たちに出される「被

災証明書」である。被災証明は，一般的に

は家屋以外の被害に対して用いられている

が，今回の広域避難の場合は，行政の指示

で避難を余儀なくされた地域の人たちに発

行されている。

しかし，放射能の被曝線量が高くても，

行政が避難を指示しなかった地域の人には

被災証明が出ず，結果的に自主避難となっ

てしまった。といいながら，一方で政府の

原子力損害賠償紛争審査会は「自主的避難

等対象区域」を設け，被災証明が出ていな

い地域についても賠償を行うとした。しか

し，しかし，である。ここでも新たな線引

きが行われ，福島県内でさえ，賠償が認め

られる自主避難地域と賠償が認められない

自主避難地城ができてしまった。

この複雑さは，全国で避難者の分断と混

乱を招いている。

例えば，当初，公営住宅や「みなし仮設

住宅（借り上げ民間賃貸住宅）」への入居

受け入れに当たって雁災証明か，被災証明

を所持していることを条件とした自治体も

少なくなかった。ところが，大震災の発災

直後は，混乱状態にあり，多くの自治体は，

福島県からの避難者については，ほぼ無条

件で，公営住宅などで受け入れた。ところ

が，その後，被災証明が出ない地域の人た

ちを受け入れたことが判明。退居を要請す

るかどうか，避難者の線引きに頭を痛める

というケースが多々見られた。

自主避難の人たちの悩みもつきない。

「身内から，国が言っていることに逆ら

うのか。そういう風にも言われたんです」

「非国民とすら言われることもあったんで

す」。さまざまな独自がブログに綴られ，

支援団体の交流集会で語られる。

自主避難した人は，ある程度お金に余裕

があるのではないかという陰口は，阪神・

淡路大震災で兵庫県外へ避難した人たちに

ついてもささやかれた。

朝日新聞の記事に次のような記述があ

る。
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「当時，広域避難者はただの転居者同然

に見なされ，家賃補助などの支援策はもち

ろん，情報提供もないまま，事実上放置さ

れていた」（1999年1月10日付朝刊日曜版）

「県外避難者とは，震災後に被災地を離

れ，今もその地に住み続けている人たちの

ことだ。“生活に余裕がある人たちだった

のではないがと思う人がいるかもしれな

い」（2000年5月6日付夕刊第2総合面）。

世間的には，こんな誤解が一般的だっ

た。当時，立ち上げられた阪神・淡路大震

災の県外被災者支援団体，市外・県外避難

者ネットワーク「りんりん」の会報には，

こんな声が掲載されている。

●「県外へ避難している者は，もはや

被災者ではない扱い」（52歳女性，大阪此花）

●（神戸市）東灘対策本部の職員から「避

難所を出て自主独立した人は借金もかい性

のうち」と言われた（52歳男性　門真）

●被災地の職員「わたしどもは自力で市

外県外へ出ていかれた方は経済的にも恵

まれた方だと認識しております」「勝手に

出ておいて今更，めんどうは見られない」

●相談所では「兵庫県以外の人まで面倒

みられない」と言われた（1996年9月の

フォーラム「帰りたい，帰れない」から）

政府は，阪神・淡路大震災から何も学ん

でいないのだろうか。

とりわけ，今回の原発事故のように，実

際の放射線量ではなく，人為的な線引きで

法的な避難と自主避難とを区別したやり方

は非人道的であり，稚拙であり，誤りであ

る。

準市民制度の創設を

「福島の子どもたちを守る法律家ネット

ワーク（略称SAFLAN）」は，選択的避難
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区域の設定を求めている。「被曝線量が1

ミリシーベルトに達するおそれがある地点

を含む市区町村のうち，政府が設定した警

戒区域及び計画的避難区域以外の地域を選

択的避難区域に指定する」という考え方

だ0確かに原発事故では関東地方からの避

難も少なくない。当面はこういう方法も必
要だろう。

ただ，災害全般をみると避難は原発だけ

でなく，火山や津波災害でも長期避難者は

発生する。今後，発生が高い確率で予想さ

れている首都直下地震や東海・東南海・南

海地震では仮設住宅の建設の遅れや仕事場

の被災で，やむなく地域外に避難する人も

多数，生じるだろう。

そこで，災害救助法の適用条件に「原子

力関連施設や化学工場等の事故で地域が汚

染，もしくは汚染される恐れがあるとき」

を加え，救助法適用地域から避難した人は

「地域外居住被災者」として，被災証明が

発行されるようにしてはどうだろう。

一万，2011年8月に施行された原発避難

者特例法を災害全般に拡大，災害避難者特

例法とし，地域外居住被災者すべてを対象

とするよう法改正する。通常，他地域から

来た被災者に対して，受け入れ自治体が行

政サービスした場合，かかった費用は被災

自治体に求償，被災自治体は国に補助金や

国庫負担金を求めることになる。しかし，

手間が二重，三重にかかることから，原発

避難者特例法は，要介護認定や予防接租

児童扶養手当など219の行政サービスにつ

いて，受け入れ自治体が国に直接請求でき

るようにした。ただ，硯私対象になる避

難者の出身区域は福島県いわき市▽田村市

▽南相馬市▽川俣町▽広野町▽楢葉町▽富

岡町▽大熊町▽双葉町▽浪江町▽川内村▽

葛尾村▽飯館村の13市町村に限られてお



＿＿一一一一一一′

■　■一一一一一一一一■

り，自主避難者は対象外だ。

そこで，「地域外居住被災者」の考え方

を導入するとともに，住民票を移していな

い避難者については，住民基本台帳法や住

民登録法を改正して外国人登録のような在

留登録制度（準市民制度）を創設。市民と

同様の行政サービスが受けられるようにす

る。

東日本大震災では，避難者の所在地把握

のために総務省が全国避難者情報システム

を作動させた。しかし，住民基本台帳とは

独立した単なる所在地情報であり，行政

サービスのための基本情報でもない。避難

が長期化し，しかも住民票を元の住所地に

置いたままでは，いずれ所在地が不明にな

り，支援の谷間に埋もれてしまう恐れもあ

る。また，自治体側にとっても一定の階層

に，ある行政サービスを実施する場合，住

基台帳に記載されていない階層は，よほど

担当者が気を配っていない限り，ほとんど

捕捉できないという弱点がある。そこで，

住民票に準じる「在留登録制度（準市民制

度）」を設けようというわけだ。

同時に汚染地域が相当，広範囲に達し，

汚染濃度が高いときは，避難命令・勧告・

指示を出し，被災者生活再建支援法に基づ

く長期避難地区に指定，一定の支援金を交

付することも必要だろう。

雇用対策と個人情報の共有

阪神・淡路大震災では，情報の途絶が県

外に避難した人たちとふるさととの杵を絶

やす原因となった。

現在，福島県では大型量販店に「ふるさ

と粁情報ステーション」を設置，避難を強

いられている自治体からの情報などを掲

軋　展示することを計画している。

一方，東日本大震災における被災者支援

活動に携わるNPO，NGO，企業，財団，

社団，協議会，機構などのセクターをつな

ぐ災害支援のためのネットワーク組織とし

て結成された「東日本大震災支援全国ネッ

トワーク」（JCN）は，全国各ブロック単

位にハブとなる支援団体を見つけ，ハブ団

体を核にして，さらにブロック内のネット

ワークをつくる構想を練っている。

また，「とみおか子ども未来ネットワー

ク」8）のように一つの町単位で「子育て世

代」を中心にメーリングリストなどで，ゆ

るやかなつながりをつくる努力も始まって

いる。

とはいえ，ネットワークの基本は顔の見

える関係を築くことだ。三宅島噴火災害で

もパソコンを配って電脳三宅村をつくろう

とした東京都に対し，あるボランティア団

体はファクスを配った。それも，わざと約

10世帯に1台の割合で配備した。情報が流

れるたび，ファクスのある家にみんなが集

まる。あるいは世話係がニュースを持って

各世帯を訪ねる。その顔の見える関係こそ

が大切だという発想からだった。

そこで避難先ごとに福島県人会を組織

し，このうち数人を福島県や避難元自治体

とのリエゾンオフィサー（連絡官）として

採用する。雇用対策にもなるうえ，将来，

避難先で自立していく人たちの支えともな

るはずだ。

ただ，その場合，障害となるのが避難住

民の個人情報問題だ。避難先自治体と避難

元自治体，受け入れ自治体と支援団体，受

け入れ自治体と避難者間で，名簿を共有す

ることがネットワークを形成するうえで必

須だが，まだまだ情報の提供は一部の自治

体にとどまっている。災害弱者の救援にあ

たって個人情報の提供が検討されている
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が，社会的弱者と被災者は，平時の法体系

では別個の存在でひとくくりにする法律が

見あたらない。しかも，主務官庁がどこに

なるか，はっきりしないだけに，どの省庁

もこの間題には消極的だ。各自治体が個人

情報の審議会にかけ，個別に公開を認める

方式もあるが，なにより情報の提供を求め

る支援団体の存在が前提となる。さらに，

当該団体が的確に個人情報を管理できると

いう行政の信頼を得ていることも不可欠な

だけに，にわかに結成された団体では難し

い。

東京都渋谷区は，震災対策総合条例を設

け，個人情報保護条例の除外規定を設けて

いる。国法レベルでもこのような対策が必

要だろう。

避難者援護会の設立を

今，議論されているのは，せいぜい災害

救助法が適用されている期間の支援策だ。

今後は，東電の賠償問題がクローズアップ

されてくるだろう。しかし，原発事故の補

償で，この間題が終わるわけではない。賠

償は過去の償いに過ぎない。賠償の次のス

テップとして，人生の軌道を狂わされた人

たちの再出発，再起を支える仕組みをつく

らなければならないだろう。

昭和30年代の初め，大量の炭鉱離職者が

出ることから，炭鉱離職者の再就職や生活

の安定を図るため，炭鉱離職者臨時措置法

が制定され，この法律のもと「炭鉱離職者

援護会」が設置された。

この法律を下敷きにした「原発避難者臨

時措置法」の制定と「炭鉱離職者援護会」

や森永ヒ素ミルク事件での「ひかり協会」

をモデルにした「原発避難者援護会」を国

や東電，電気事業連合会の出資で設立し，
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原発避難者の支援に当たらせる必要があ

る。

支援内容は以下の通りだ。

1．原発避難者が他の地域に移住する場合

に，移住資金を支給すること。

2．原発避難者が職業訓練を受ける場合

に，手当を支給すること。

3．事業主が原発避難者を雇用する場合

に，当該労働者用の宿舎を貸与すること。

4．原発避難者に対し，再就職のために必

要な知識や技能を習得するための講習を

行うこと。

5．原発避難者の求職活動に協力すること。

6．原発避難者が独立して事業を行おうと

する場合に，生業資金の借入の斡旋を行

うこと。

7．原発避難者に対し，生活の支援を行う

こと。

8．その他，上記の各業務に附帯する業務

を行うこと。

援護会の設置は時限立法になるだろう

が，最低でも10年は必要だ。

セカンドタウン

広域避難した人たちの支援と同時に避難

した人たちが故郷に戻れるような環境づく

りも考えなければならない。政府が考えて

いる二段階帰還論には不信感が強く，問題

の解決にならないことは，すでに述べた。

福島大学が実施した福島県双葉8か町村の

悉皆調査では，若い人ほど「戻らない」と

答えた割合が多かったが，そもそも回答し

た絶対数が壮年層に比べて極端に少ないだ

けに，態度を決めかねている人たちも多い

とみるべきだろう。

そこで，さまざまなところで議論されて

いるのが，福島県内の被曝線量が低い地域



に新しい居住地を設ける案だ。「セカンド

タウン」「仮の町」「町外コミュニティ」な

どと呼ばれており，使う人によってイメー

ジが異なるだけに概念の整理と実現のため

の制度設計が必要だろう。

このうち「セカンドタウン」は，いわば

領土割譲だ。新たな自治体の建設で，ほか

の考え方とは法制度面でも町の運営面でも

大きく立場を異にする。かつて19世紀末に

奈良県十津川村の人たちが水害をきっかけ

に北海道空知地方に入植し，原野を切り拓

いて「新十津川村」を建設した例はあるが，

戦後，我が国では合併はあっても，すでに

境界が確定している自治体の一部を割いて

新たな自治体をつくった前例はない。

それだけに新たな立法が必要となる。例

えば地方自治法に「分割自治区」という新

たな特別地方公共団体の制度を設ける。も

ちろん，分割する自治体に迷惑をかけない

よう山林原野を切り拓いてニュータウンを

つくるか，すでに開発されてはいるが利用

されていない遊休地を利用することにな

る。ニュータウンの建設には津波防災地域

づくり法を活用してインフラを整備し，住

宅は災害復興公営住宅で建設する。

一方，国は汚染され，住めなくなってい

る元の町を借り上げ，その支払うべき賃料

を，分割自治区を受け入れた自治体に交付

する。いわば分割される自治体への迷惑料

である。

元の町（ファーストタウン）へ帰られる

ようになっても，セカンドタウンが無人の

デッドストックとならないよう半永久的に

2地域居住とする。

次に「仮の町」だが，こちらはニュータ

ウンを造成するものの，地方自治法上の自

治体ではない。あくまで受け入れ自治体の

地域内に間借りをする格好である。従っ

て，ファーストタウンの除染が済めば，帰

ることになる。ゴミ処理や上下水道など

は，間借りしている自治体に使用料等を支

払うことになる。一部事務組合をつくり，

共同で処理する方法もあるだろうが，仮の

町の一番の問題は，住民がファーストタウ

ンに移住したあと，がら空きになった街の

活用方法だ。

浪江町が復興計画の中で打ち出している

「町外コミュニティ」は，実現の可能性が

もっとも高い。現在，各地に分散している

住民をなるべく役場が避難している二本松

市の中心部，数カ所に集め，顔の見えるコ

ミュニティを形成しようとの考え方だ。三

宅島噴火災害の折，東京都に分散避難した

島民たちが，次第に口コミで島民が多く住

むエリアに集まってきた方式を人為的に創

出しようとの戟略だ。この場合，既存の町

並みを活用するから，おそらく復興公営住

宅を限定的に集中建設するだけで実現可能

だろう。

このほか，帰還困難区域については隣接

の南相馬市やいわき市などと合併し，合併

特例法に基づく「地域自治区」として旧町

名を維持する。元の地域は当面住めないか

ら，合併先の街に住居を構え，何十年先か

に帰還可能となれば，合併を解消して，元

の自治体に戻るという方法もあるだろう。

この場合は，現行法を適用するので，比較

的，実現が容易だが，分離のための制度が

新たに必要となる。

前例のない対応を

ただ，セカンドタウンの法的スキームが

できたとしてもクリアすべき課題は，少な

くない。

まず，雇用の創出だ。仕事がなければ若
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い人たちは戻らない。第2に避難自治体の

受け皿となる自治体にどのようなメリット

を用意するか。第3に避難自治体がファー

ストタウンに戻ることになった場合，跡地

を有効活用する方法を検討しておくこと

だ。

福島県双葉地方は原発を軸にして2次産

業，3次産業が組み立てられてきただけ

に，原発が廃炉にされた場合，新たな地域

産業を興していかなければならない。避難

自治体を受け入れた自治体を特区とし，企

業誘致にさまざまな優遇策を用意すること

も必要だろう。とはいえ，原発にほかの企

業が取って代わるだけの企業城下町づくり

は避けなければいけない。一つの企業に町

の運命を委ねる危うさは骨身にしみたはず

だ。避難自治体と受け入れ自治体で，まち

おこし会社をつくり，行政サービスの多く

を「新しい公共」として民間に任せるなど

の雇用創出が必要ではないか。

新しい街をデッドストックとしないため

には，人口減少時代に向けた新たな暮らし

方を提示し，全国のモデルケースとなるよ

うな取り組みが大切だろう。

例えば，それぞれが独立した専用の住居

とみんなで使ういくつかの共用スペースを

持ち，生活の一部を共同化する共生のまち

づくりなどの実現だ。

ただ，問題はこれらの施策は受け入れ自

治体が納得してこそ，初めて実現する。国

や福島県が頭ごなしに命じても反発を買う

だけだ。しかし，未曾有の事態である。だ

からこそ「前例のない事態には，前例のな

い対応」が必要である。国は，あらゆる手

法を福島の人たちに提示し，被災地が選ぶ

再起の手段にできうる限りの財政的・法的

支援を用意する。「コンクリートから人へ」

の公約を掲げた政権党の総理にとって，こ
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れこそ政治生命をかけるべきミッションで

はないだろうか。

【註】

1）阪神・淡路大震災から10年の2005年1月に創

設されたプロジェクト型研究所。研究・活動目

標は「人間の復興」。

2）1932年（昭和7年）6月2日生－2007年（平

成19年）7月30日没。ベトナム戦争期に「ベト

ナムに平和を！市民連合」（べ平連）を結成し

たことでも知られる。

3）小田実『これは「人間の国」か一西方二異説

アリ』筑摩書房，1998年。

4）TBS系ドラマ『家庭の秘密』主題歌。荒井由

実（ユーミン）の6枚目のシングル。

5）「双葉地方の住民を対象にした災害復興実態

調査」。発送数が双葉8町村の28，184人　回収率

は47．8％（2011年11月7日現在）。

6）地方自治体の情報システムをデータセンター

（DC）に移し，複数の市町村がシステムを共

同で使うことができる環境，またはその環境を

つくる取り組みを指す。

7）正式には，「東京電力原子力事故により被災

した子どもをはじめとする住民等の生活を守り

支えるための被災者の生活支援等に関する施策

の推進に関する法律案」。今年6月21日，衆議

院で可決され，成立した。与野党間の協議によ

り一本化の上，参議院東日本大震災復興特別委

員会の委員長提案として参議院本会議に提出さ

れ，全会一致で可決され，衆議院に付託されて

いた。

8）富岡町で生まれ育った子どもたちの未来を守

るために2月11臥　避難者たちによって設立さ

れた。発起人は市村高志さんら4人（URLは，

http：／／www．t－CTf．net／）。
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